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要約 
 

本稿の目的は、サブサハラ・アフリカにおける若年妊娠問題に着目し、マダガスカル農

村を事例として、女性の意思決定権が妊娠年齢に及ぼす影響を明らかにすることである。

サブサハラ・アフリカでは、貧困や教育機会の不足により多くの若年女性が望まない妊娠

を経験し、世界でも 10代の妊娠率が高い地域の一つである。若年妊娠は母子の健康リスク

を高めるだけでなく、教育の中断や将来の雇用機会の制約を通じて女性のライフコース形

成に深刻な影響を与える。マダガスカルは世界最貧国の一つであり、平均初産年齢は 19.8

歳と低い。特に農村部では家父長的文化や教育機会の制限が根強く、女性が自身の生活や

生殖に関する意思決定を十分に行使できない状況が存在する。こうした背景を踏まえ、若

年妊娠の抑制をするためには避妊具や教育の普及といった表面的な施策に加え、女性の自

立の根幹をなす意思決定権を、家庭内や地域社会の意思決定過程に反映させる環境を整え

ることが重要である。本稿では、若年妊娠を個人の問題としてではなく、家庭内の権力構

造や地域社会の相互作用の中で捉え、夫婦間の意思決定権の認識の差に着目する点に新規

性がある。 

先行研究では、教育水準や経済的自立が女性の避妊知識や生殖行動に影響し、初妊娠年

齢を引き上げることが示されている。また、夫婦間の意思決定権の認識の差が、女性の生

殖健康や避妊行動に重要な影響を与えることも指摘する。本稿の仮説は、「夫婦間の意思

決定権の認識の差が初妊娠年齢に影響を与える」である。上記の仮説検証より、女性のラ

イフコース形成や生殖健康に対する夫婦間意思決定の役割を再確認するとともに、社会文

化的要因や家庭内の権力構造など、初妊娠年齢に関連する要因も明らかとなる。 

分析には 2025 年 8 月、マダガスカルの 3 地域(ムルンダバ、フィアナランツォア、トゥ

アマシナ)で収集したデータを基に、妊娠経験を有し初妊娠時と同一の夫を持つ女性とそ

の夫を対象とした。理論的枠組みとして和田（2008）の非対称なナッシュ均衡点をもつ協

力的バーゲニングモデルを採用し、夫婦間の意思決定権の認識の差が初妊娠年齢に影響を

与えると仮定した。夫婦間の意思決定権の認識の差を、妻および夫への意思決定に関する

5 項目の質問の平均値の差として算出した。分析方法は、最小二乗法(OLS)によって行い、

説明変数には夫婦間の意思決定権の認識の差、妻の年齢・性格特性(外向性・協調性・誠

実性・神経性・開放性)、初妊娠時の最終学歴・収入・健康状態・他者との同居経験・周

囲からの影響を示す指標であるピア効果を含めた。また、個体特性を統制するために、宗

教と個体識別変数を固定効果として用いた。分析の結果、夫婦間の意思決定権の認識の差

は１単位上昇すると、初妊娠年齢が 0.712 歳高くなることが示された。すなわち、妻が夫

よりも意思決定に強く関与するほど、初妊娠年齢が高くなる傾向がある。また、ピア効果

(係数＝1.186)は有意であり、地域社会における相互影響が女性の出産行動に作用してい

ることを示唆した。さらに、妻の年齢が高いほど初妊娠年齢も高く、この関係は単なる年

齢効果ではなく、社会背景の変化を反映した世代間のコホート効果によるものと考えられ

る。最終学歴（係数＝0.168）および妻の収入優位(係数＝1.629)は正の効果を示し、教育

と経済的自立が妊娠年齢を引き上げることが明らかとなった。一方で、誠実性(係数＝-

0.747)および神経性(係数＝-0.440)は負の影響を示し、社会的規範への順応や他者評価へ

の感受性といった心理的要因を反映していると考えられる。 

分析結果を踏まえ、本稿では女性の意思決定能力向上を目的とした「教育×実践型プロ

ジェクト Project each Mother」の導入を提言する。本プロジェクトでは、識字教育、性

教育、基礎計算教育のローテーション実施や、情報交換会・ディベートを通じた自己表現

の機会の提供により、女性が家庭や地域社会で自ら判断・選択する力を養うことを目指す。

これにより、家父長的文化の中での心理的抑圧の軽減、初妊娠年齢の上昇、家庭内・地域

社会での発言力向上など、多面的な効果が期待される。 
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上記の政策提言は、女性の教育、経済的自立、心理的自信の向上を包括的に促進する取

り組みであり、これまで十分に注目されてこなかったマダガスカルで実施することは、日

本の国際協力の一環として大きな意義を持つ。世界的に女性の社会進出やジェンダー平等

が進む一方で依然として課題を抱える日本にとっても、本プロジェクトの実践は共通課題

の解決に資する重要な示唆を与える。日本が JICAを通じて資金・技術支援を行い、教育や

ジェンダー政策の知見を現地に共有することで、双方にとって学びのある協力関係を構築

できる。この取り組みは、マダガスカルの地域発展と女性支援に寄与するとともに、女性

たちの自立と地域社会の発展を支え、日本にとっても新たな学びと国際的な信頼を高める

機会をもたらすと考える。 
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第 1 章 現状分析 
 

第１節 はじめに 

サブサハラ・アフリカ、特に本稿が研究対象とする世界最貧国の一つであるマダガスカ

ルと聞くと、多くの人が飢餓や栄養失調、医療体制の脆弱さといった深刻な問題を思い浮

かべるだろう。しかし、貧困がもたらす問題はこれらの身体的側面にとどまらず、社会構

造や家庭内の力関係と複雑に交錯しており、女性の生活や将来の選択にも大きな影響を及

ぼしている。本稿では、若年(10 代)での妊娠が、相対的に多いマダガスカルにおいて、

「女性の妊娠年齢」に着目する。妊娠のタイミングは、女性の健康や教育機会、労働など

に影響をもつ重要な要素であり、SDGs目標 5「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性

と女児のエンパワーメントを図る」とも密接に関連している。このような観点から、女性

の妊娠年齢の決定要因、とりわけ家庭内の意思決定構造が果たす役割を分析することには

大きな意義がある。  

続いて、本稿の研究対象であるマダガスカルについて説明する。マダガスカルは、アフ

リカ大陸の南東沖、インド洋の北部に位置する島国である。地理学的には世界で 4 番目に

大きい島として知られており、その総面積は約 59万平方キロメートルに及ぶ。これは日本

の約 1.6 倍に相当し、同国の広大な国土と地形的多様性を示している。また、島内部は高

地帯と沿岸部とで気候・植生が大きく異なっており、地域ごとに生活環境・農業形態・社

会構造が変化するという特徴を持つ。首都は中央高地に位置するアンタナナリボ 

(Antananarivo)で、行政・経済・文化の中心地として機能している。2025 年時点における

人口は約 2,900万人であり、出生率の高さを背景として年々増加が続いている。 

言語面では、マラガシ語(Malagasy)とフランス語が公用語として用いられている。マラ

ガシ語は国内で広く通用する民族統合の言語である一方、フランス語は教育・行政・司法

などの公的領域で継続的に利用されており、歴史的な植民地支配の影響が今なお制度面に

反映されている。宗教に関してはキリスト教徒が多数を占めるが、地域に根ざした祖霊信

仰などの伝統宗教も強い影響力を保持しており、宗教文化は一様ではない。通貨はマダガ

スカル・アリアリ(Malagasy Ariary, 通貨記号 MGA)であり、2025 年 10 月時点において 1

アリアリは約 0.033 円に相当する。為替は国際市場や政治情勢の影響を受けやすく、輸入

品価格や生活物価に直接的な影響を及ぼしている。近年、経済面では世界銀行(World 

Bank)や国際通貨基金(IMF)による支援が継続しており、政府はマクロ経済の安定化と基礎

的公共部門の再編に取り組んでいる。特に、世界銀行は 2024 年から 2025 年にかけてマダ

ガスカルの経済回復に向けた政策支援を強化しており、2024 年の実質経済成長率は 4.2％、

さらに 2025年から 2027年にかけては平均約 4.7％の成長が見込まれているとの報告がなさ

れている。しかしその一方で、こうした経済指標上の改善は必ずしも国民の日常生活に直

結しているわけではなく、水道・電力などの基礎的インフラは依然として脆弱なままであ

る。特に都市部における断水や停電は日常的に発生しており、生活基盤に対する不満は蓄

積し続けている。2025 年 9 月には首都アンタナナリボにおいて、若年層を中心とした大規

模な抗議運動が行われ、水・電気供給の不安定さや生活インフラの劣悪さが改めて社会問

題として浮き彫りとなった。これは経済成長が進行する一方で、社会構造・ガバナンス・

基礎公共サービスの整備が追いついていない状況を象徴する事例であるといえる。 

以上のように、マダガスカルは経済指標上では改善の兆しが見られるものの、生活インフ

ラや教育・保健医療体制は依然として脆弱な状況にある。こうした社会基盤の未整備は、

日常生活だけでなく、女性の身体的・社会的な生活条件にも大きな影響を及ぼしている。

特に、妊娠・出産を取り巻く環境は、医療アクセス、教育機会、家族・地域社会における

意思決定構造など、複数の要因が複雑に絡み合う領域である。そこで次節では、マダガス
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カルにおける若年女性の妊娠・出産の現状に焦点を当て、その特徴と背景にある要因につ

いて整理する。 

第２節 出産・妊娠の現状 
マダガスカルでは、若年女性の妊娠・出産が依然として深刻な社会課題となっている。

マダガスカル国家統計研究所と ICF による統計データ(2021)によれば、女性の初産時年齢

の中央値は 19.8 歳であり、令和元年の日本における第一子出産時年齢(30.7 歳)と比べる

ときわめて早い。特に 15〜19 歳の女性の約 31％がすでに出産を経験しており、1999 年以

降も大きな改善は見られない。この数値は、若年層の早期出産がマダガスカル社会に深く

根づいた構造的な問題であることを示している。図 1はアフリカにおける 1000人当たりに

おける 15－19歳の出生経験人数である。図 1より、マダガスカルを含むサブサハラ諸国で

は、思春期妊娠数が国際的に見ても上位に位置している ことが確認できる。 

 

図 1 1000人における 15－19歳の出産経験人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (DHS(2021)を基に著者作成） 
 

WHOや ACOG(米国産婦人科学会)によると、妊娠・出産の医学的な適齢期は 20～35歳であ

り、10 代での妊娠は母体および新生児に重大な健康リスクを伴う。思春期の母親(10～19

歳)は、20〜24 歳の女性に比べて子癇、産褥期子宮内膜炎、全身感染症などの合併症を起

こす確率が高く、新生児も低出生体重、早産、重度の新生児疾患のリスクが高いとされる。

また、10 代の妊娠は妊産婦死亡の主要因の一つでもある。実際、マダガスカルの妊産婦死

亡率(MMR)は 10万出生あたり約 392人(WHO, 2020)であり、世界平均(約 200人)の約 2倍、

先進国の 20倍に達する。これは、若年出産がもたらすリスクに加え、医療アクセスや保健

制度の未整備が重なった結果であると考えられる。 図 2に示すように、年齢別出生率の推

移をみると、15〜19 歳の出生率は他の年齢層と比べても依然として高く、改善の速度は緩

やかである。特に、都市部よりも農村部で 10代妊娠が圧倒的に多い。農村部では教育機会

や医療機関へのアクセスが制限されており、性教育の不足や避妊具の利用率の低さが若年

妊娠の一因となっている。 

 Madagascar DHS(2021)によれば、避妊具の認識率や利用率は依然として低く、特に若年

女性ではその傾向が顕著である。また、Rachel Cassidy(2021)は、避妊具の採用は単に製

品の供給だけでなく、夫婦間の交渉力や社会的規範、ジェンダー間の価値観の違いに大き

く左右されることを指摘している。さらに、Jane Freedman ら(2021)の調査では、都市部

の若い女性の 3〜5割が、経済的理由から性的関係の対価として金銭や贈り物を受け取った

経験があると回答しており、経済的貧困が早期妊娠を助長している実態が浮き彫りとなっ

た。 

早期出産は健康面だけでなく、教育・雇用にも長期的な影響を与える。マダガスカルを
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対象とした Catalina Herreraら(2019)の研究では、早期出産が非正規雇用のリスクを高め、

初産が遅いほど就労安定性が増すことを示している。思春期に出産した女性の約 80％が非

公式雇用に従事しており、家族経営や家事労働など、収入が不安定または無報酬の仕事に

就く割合が高い。また、Herrera and Sahn(2018)は、早期出産が中途退学の可能性を 42％

高め、中学校卒業の可能性を 44％減少させると実証している。つまり、若年妊娠は貧困の

再生産を引き起こす主要因でもある。 

 

図 2年齢別出生率の変化 

                （DHS（2021）を基に著者作成） 

 

 

図 3 思春期妊娠の危険性 
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第３節 意思決定権の現状 
女性の「意思決定権」とは、家庭や社会の中で、自分の生活に関わる大切なこと。たと

えばお金の使い方、子どもの教育、仕事への参加、妊娠や出産の時期など――を自分の意

思で判断し、その意見が実際に反映される力を指す。女性がこの権利を持てるかどうかは、

教育の継続、就労の機会、さらには健康や人生設計にも深く関わっている。 

 サブサハラ・アフリカでは、この意思決定権が十分に保障されていない国が多い。サブ

サハラ・アフリカでの研究(Women’s autonomy in household decision-making and safer 

sex negotiation in sub-Saharan Africa, 2021)によると、既婚または同棲している女性

のうち、家庭内で主要な決定に関われない人は全体の約 66％にのぼる。つまり、3 人に 2

人の女性が自分の意見を家庭内で自由に言えない現実がある。こうした不平等は、早期妊

娠や教育の中断、経済的な自立の遅れといった問題につながっている。 

 マダガスカルもその例外ではない。国連人口基金(UNFPA, 2022)や DHS 調査(2021)による

と、家庭の経済的な決定に女性が関与できる割合は約 3 割にとどまっている。特に農村部

では「男性が家を支え、女性は従う」という価値観が今も根強く、家計や子どもの教育、

妊娠や避妊に関する判断においても、女性の意見が尊重されにくい。結果として、教育年

数が短い女性や収入が低い女性ほど、家庭での発言力が弱く、望まない妊娠や若年での出

産に結びつく傾向が見られる。 社会・経済の面でも、マダガスカルの女性は多くが農業な

どの非正規労働に従事しており、安定した収入を得るのが難しい。経済的に自立しにくい

ことは、家庭内での発言力の低さにも直結している。マイクロファイナンスや職業訓練と

いった支援活動は進んでいるが、地域社会に残る「男が決める」という意識が変わらない

限り、女性の意思決定権の拡大には限界がある。さらに政治や制度の面では、マダガスカ

ル政府もジェンダー平等を掲げ、女性議員の増加や教育支援などの政策を打ち出している

ものの、実際の参加率は依然として低い。制度を整えるだけでは、長年にわたって形成さ

れた価値観の壁を越えることは難しい。 

 

第４節 問題意識 
以上の現状分析から、サブサハラ・アフリカに位置するマダガスカルにおける女性の地

位は低く、思春期妊娠が多いことは非常に深刻な問題である。さらに、思春期妊娠に関す

る教育や研究数の少なさも、この問題が放置されている原因になっている。人々が思春期

妊娠の危険性や意思決定権主張の重要性を知る機会がないことは、世代が変わっても悲惨

な現状が一向に変わらないことに関連している。また、思春期妊娠が増えることで落第や

留年、退学など教育機会の損失も問題である。マダガスカルの人々の妊産婦死亡を減らし、

女性の地位向上を目指すことが一刻も早い策を講じることが重要だと考える。 

 

図 4 思春期妊娠の構造図 
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第２章 先行研究および本稿の位

置づけ 
 

第 1 節 先行研究の方向性 
 現状分析から、10 代における妊娠・出産は多くのリスクを伴うものであることが明らか

になった。また、本稿の調査対象であるマダガスカルにおいては、女性の初産年齢の中央

値が 19.8 歳であり、女性の約半数が 10 代で初産を迎えているという深刻な現状が確認さ

れた。これを受け本節では、初妊娠年齢に影響を及ぼす様々な要因について、先行研究を

参照しながら整理する。そして、初妊娠年齢に影響を及ぼす様々な要因の一つとして、本

稿では夫婦間の意思決定権の認識の差に焦点を当て、初妊娠年齢と家庭内意思決定構造と

の関連性を検討する。本節で言及するのは以下のとおりである。 

 

（1）初妊娠年齢に影響を及ぼす要因 

（2）夫婦間の意思決定権の認識の差について 

 

第 1 項 初妊娠年齢に影響を及ぼす要因 
  女性の初妊娠年齢に影響を及ぼす要因は、サブサハラ・アフリカを対象とした先行研究

において広く検討されてきた。本項では、初妊娠年齢に影響を及ぼす要因を過去の先行研

究から明らかにする。 

 

（1）教育 

 サブサハラ・アフリカでは、女性の初妊娠年齢に影響を与える主要な要因として、教育

水準が繰り返し指摘されている。先行研究の多くは、女性の教育機会の拡大が妊娠のタイ

ミングに及ぼす効果を明らかにしており、教育が女性のライフコース形成において重要な

役割を果たすことを示している。まず、Emmanuel Adu Boahen ら(2017)は、ガーナにおけ

る義務教育無償化政策(FCUBE)の導入を自然実験として用い、女性の教育が若年妊娠およ

び早期結婚に与える因果的影響を検証した。同研究の結果、教育年数の増加は結婚年齢を

押し上げ、早期出産の可能性を低下させることが明らかになった。背景として、女子の在

学期間が長くなることで、早期結婚や若年妊娠の機会費用が高まり、さらに教育が女性に

経済的自立の選択肢を提供することで、家族形成のタイミングに関する決定において女性

がより強い交渉力と意思決定権を持つようになる点が指摘されている。また、FCUBE の影

響を受けた女性は近代的避妊方法に関する知識がより高いことが示され、教育が避妊知識

の向上にも寄与することが示唆されている。同様に、Gauthier Tshiswaka-Kashalala ら

(2018)は、教育水準の高い女性ほど避妊方法を効果的に利用し、妊娠時期をコントロール

することができることを明らかにした。さらに、避妊具の使用経験を有する女性は、より

高い教育水準および経済水準にあることが観察され、教育が妊娠・避妊に関する知識およ

びリプロダクティブ・ヘルス行動に結びついていることが示されている。また、Catalina 

Herrer ら(2019)は、マダガスカルの若年女性を対象とした調査において、最終学歴と初産

年齢の間に明確な正の相関関係があることを示した。さらに、18 歳以下での妊娠は、女性

を低質で不安定な非正規雇用へと導く要因であることも明らかとなった。 

 これらの研究から、サブサハラ・アフリカにおいて、女性の教育は初妊娠年齢を引き上

げるうえで重要な役割を持つという事ができる。 
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 (2）社会文化的要因 

 Gauthier Tshiswaka-Kashalalaら(2018)では、宗教と避妊法の利用に関係があることが

明らかとなり、宗教が避妊に対する姿勢やアクセスの違いを反映している可能性が示唆さ

れている。このことは、文化や信仰が、女性が自身の生殖に関する不確実性を軽減するた

めにどの程度効果的な避妊手段に投資するかという意思決定に影響を与えていることを示

している。また、Jane Freedman(2021)は、マダガスカル社会において、若いうちの結婚と

妊娠が、女性として期待される役割と強く結びついており 、社会的規範として強く根付い

ていることを指摘している。さらに、同研究では、マダガスカルの家庭において、娘が 14

〜15 歳を超えると経済的支援を期待できなくなる一方、家庭に貢献することが求められる

状況が存在することが述べられており、これが早期結婚・妊娠につながっている可能性を

示唆している。また、ケニアの農村地域を対象とした Hans-Peter Kohler(2001)では、女

性の避妊・出産行動は、彼女の友人や隣人、親戚などのネットワーク内の避妊使用率・出

生水準によって有意に影響されることが明らかになった。これは、避妊や妊娠をめぐる行

動が、個人の選択能力のみならず、ピアグループ(友人・隣人・親戚・宗教共同体など)の

影響を受けて形成されることを示唆している。 

 これらの研究から、サブサハラ・アフリカにおける女性の初妊娠年齢は、宗教的価値観、

社会規範、ピア効果といった社会文化的要因に影響されているといえる。特に、社会規範

や家庭内で期待される性別役割が、女性の意思決定の余地を制約し、さらに、ピアグルー

プ内でその価値観や行動様式が相互に強化されることによって、結果として若年での妊娠

を促進する社会構造が形成されている可能性が示唆される。 

 

（3）女性の意思決定権 

 最後に、女性の初妊娠年齢に影響する要因として、女性の意思決定権(交渉力)を挙げる。

サブサハラ・アフリカでは、依然として家父長制的な社会構造が残り、妻より夫が優位に

立つ文化的規範が根強い。ウガンダを対象とした Doss et al.(2015)は、男性が農地管理、

資源配分、農産物収入の使用などにおいて主要な意思決定権を保持しており、家父長制が

女性の権限を制約していると指摘する。また、マラウイを対象とした Yishay et al. 

(2020)も、男女が同等の能力を持っていたとしても女性が制度的・慣習的な差別に直面す

る可能性を示している。さらに、UN Women(2025)は、東・南部アフリカにおいて

「unchallenged patriarchy(問い直されることのない家父長制)」が女性の資源アクセス、

意思決定、経済的自立を著しく制限していると報告している。これらの知見から、サブサ

ハラ地域における家父長制の強固さが確認できる。このように、家父長制が根強く残るサ

ブサハラ・アフリカでは、女性の世帯内交渉力が、妊娠に直接影響する。たとえば、Aine 

Seitz McCarthy(2018)は、妻が次の妊娠まで 2 年以上空けたいと希望していたにもかかわ

らず、夫が子どもを望む場合、女性が研究期間中に出産する確率が約 45%高かったと報告

している。これは、夫の生殖意思が妻の希望より強く反映される状況を示唆する。さらに、

Annan et al.(2021)は、夫婦間の意思決定の認識の不一致が避妊具使用や妊娠中絶行動に

影響することを明らかにしている。同研究は、次項にて詳述する。 

以上より、サブサハラ・アフリカにおけるジェンダー不平等とそれに基づく世帯内権力

構造は、女性が自身の初妊娠のタイミングを決定する能力、すなわち意思決定権に重大な

影響を及ぼすと言える。また、(1)教育や(2)社会文化的要因も、最終的には女性の世帯内

発言力へと結びつくため、初妊娠年齢を規定する上で、女性の交渉力は極めて重要な役割

を果たす。 
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図 5 初妊娠年齢に影響を及ぼす要因 

 
 

第２項 夫婦間の意思決定権の認識の差について 
 Jeannie Annaら(2021)は、女性のエンパワーメントと世帯の幸福度に関する研究をして

いる。同研究は、サブサハラ・アフリカ 23カ国の DHSデータを用い、夫婦間の世帯内意思

決定に関する認識の食い違いを、新たなエンパワーメント指標として提案している。同研

究が夫婦間の世帯内意思決定に関する「認識の食い違い」に着目した理由は、単に女性自

身の意思決定権の報告だけでは、古典的な権力理論が示す「権力は与えられるものではな

く、自ら獲得するもの」という核心を十分に捉えられないためである。権力に関する理論

では、個人が自身の権利や影響力を認識し、自ら主張することが重要であり、他者から委

任される権力とは区別される。社会科学や政治学における古典的理論に基づけば、意思決

定能力が同等であっても、それを自ら認識し行使する人は、単に他者から委任された人よ

りもよりエンパワーされていると考えられる(O’Hara & Clement, 2018)。この考え方は、

啓蒙思想やマルクス主義、市民権運動、フェミニズム理論など、さまざまな理論的文脈で

のエンパワーメント研究の基盤となっている(Pollari, 2017)。現代の理論の多くは、ポス

トマルクス主義的批判論、特にパウロ・フレイレの「批判的意識」の概念に根ざしており、

権力と自由を得るためには、他者に定義される「客体」ではなく、自ら目標や行動を決定

する「主体」として行動することが前提条件であるとされる。変革の鍵は抑圧される人自

身にあり、外部から与えられるものではない(Freire, 1990)。この理論を世帯内の力関係

に拡張すると、夫婦間での真の権力シフトとは、夫が権力を妻に委譲することではなく、

女性が意思決定権を自ら主張することを意味する。すなわち、女性自身が権力を「獲得す

る」行為こそが、真のエンパワーメントを反映するのであると述べられている。同研究は、

この理論的ギャップを埋めるため、夫婦間の意思決定に関する報告の食い違いを利用して、

新たな概念的かつ分析的なエンパワーメントの尺度を構築している。具体的には、「主要

な世帯購入に関する意思決定は通常誰が行うか」という質問(回答選択肢：「回答者本人」

「夫／妻」「夫婦共同」「その他の人物」「その他」）に対する夫婦の回答の不一致に基

づき、夫婦間の意思決定権の認識差が以下の 4 類型に分類されている。①妻が夫が妻に与

えるよりも多くの意思決定権を主張する、妻が「権力を獲得する(taking power)」場合、

②夫が妻が自分で主張するよりも多くの意思決定権が妻にあると主張する、妻が「権力を

与えられる(given power)」場合、③両者が合意する「合意(agreement)」の場合、④夫が

意思決定権を持つ、妻が「無権力」の場合の 4 つである。夫婦別々に報告された意思決定

権を比較することで、妻が自ら権力を主張する「権力を獲得する(taking power)」場合と、

夫から権限を委譲される「権力を与えられる(given power)」場合を区別し、女性のエンパ

ワーメントの重要な側面を明確に捉えている。このように、意思決定権の認識の差に着目

することは、女性が自発的に権力を主張するプロセスを分析し、世帯内意思決定における

真のエンパワーメントを理解するうえで不可欠である。この研究の主な発見としては、妻
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と子供の幸福度の結果が、夫と妻が意思決定における妻の権力に「合意(agreement)」す

る場合で、最も良いことが多いとされていることである。私たちが、特に注目したいのは、

妻の生殖の健康についての結果である。現代的な避妊具の使用率が最も高く関連している

のは、「合意(agreement）」の場合である。また、妻が「権力を獲得する(taking power)」

方が、妻が「権力を与えられる(given power)」場合よりも、わずかながらも統計的に有意

に強く関連している。妊娠中絶に関しては、妻が「権力を獲得する(taking power)」こと

が他のどのカテゴリーよりも最も大きな影響を与えることが明らかとなった。妻が「権力

を与えられる(given power)」場合や夫婦が女性の権力に「合意(agreement)」する場合と

比較して、妻が「権力を獲得する(taking power)」場合では、妊娠中絶が 6〜10 パーセン

ト増加したのである。結論として、一般的には、夫婦が妻の意思決定権に「合意」する場

合が最も良い結果をもたらすが、妻の生殖に関する健康、特に妊娠中絶においては、妻が

「権力を獲得する(taking power)」場合が有利であることが明らかとなった。 
 

第２節 本稿の位置づけと新規性 

  以上の現状分析と先行研究から、10 代での妊娠・出産の危険性、及びマダガスカルでの

深刻な 10代妊娠の現状を受けて、本稿では、女性の初妊娠年齢に影響する要因の一つとし

て女性の権力、特に新たなエンパワーメント指標としての「夫婦間の意思決定権の認識の

差」に注目する。先行研究で示した Jeannie Annan ら(2021)では、夫婦間の意思決定権の

認識の差が女性の生殖健康、特に避妊具の使用や中絶に影響を及ぼすことが明らかとなっ

ている。本稿では、この知見の延長線上で、「夫婦間の意思決定権の認識の差が初妊娠年

齢にまで影響を及ぼすのではないか」と考え、その相関関係を検証する。(図６)開発途上

国における世帯内意思決定や女性のエンパワーメントが、子どもの健康や教育に与える影

響については多くの研究が行われてきた。一方で、女性のライフイベント、特に初妊娠年

齢に対して夫婦間交渉力の「認識差」がどのように作用するかを実証的に分析した研究は

十分ではない。また、女性の 10代妊娠・出産に関する先行研究には、教育や社会文化的状

況、女性のエンパワーメントなどについて分析したものは、いくつか存在するが、本稿の

ように、女性のエンパワーメントの新たな指標としての「夫婦間の意思決定権の認識の差」

に注目し、初妊娠年齢について分析した研究は数少なく、そこに本稿の独自性が存在する

と考える。 

 

図 6本稿の仮説の概要図 
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第３章 理論・分析 
 

第１節 検証仮説 
 上述した現状分析および先行研究を踏まえ、我々は「夫婦間の意思決定権の認識の差が

初妊娠年齢に影響を及ぼす」という検証仮説を立てて実証分析を行う。 

 

第２節 データおよび調査概要 
 本節では、分析に使用したデータ及び調査概要について述べる。 

本稿では、栗田研究会 13 期生 23 名がアフリカ大陸南東にある島国マダガスカルに訪れ、

調査したデータを使用する。(図 8) 

 現地では、首都アンタナナリボにあるアンタナナリボ大学に通う大学生が通訳として同

行し、本研究会に所属する学生と二人一組になり、本研究会が作成した調査票をもとに調

査を行った。(図 7)(図 8) 

 対象地域は首都アンタナナリボから離れた三地域で行った。(図 9)沿岸部にあるムルン

ダバ８ヵ村(図 10)、トゥアマシナ８ヵ村(図 11)そして内陸部にあるフィアナランツォア 7

ヵ村(図 12)、計 23ヵ村に及ぶ。サンプル数は全体としてムルンダバ 190世帯、トゥアマシ

ナ 280 世帯、フィアナランツォア 180 世帯の計 650 世帯 2,882 人に及ぶ。そのうち、妊娠

経験を有し初妊娠時と同一の夫を持つ女性とその夫を対象に、364 世帯 728 人のデータを

使用する。 

 

 図 7 調査に使用した調査票 

    
                                                            

                             (著者作成の調査票） 
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図 8 実際の調査中の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (著者撮影） 

 

 

 

図 9 マダガスカルの位置(左)と調査を行った 3地域の位置関係(右) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       (Google Mapsより著者作成) 
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図 10 調査を行ったムルンダバの 8村 

 
 

                                                     (Google Maps より著者作成) 

 

 

図 11調査を行ったトゥアマシナの 8村  図 12調査を行ったフィアナランツォアの 8村 

 

(Google Mapsより著者作成）           (Google Mapsより著者作成) 

 

 

第３節 理論モデル 
 本節では、夫婦間の意思決定構造と初妊娠年齢の関係を理論的に整理するために、和田

(2008)に基づく非対称なナッシュ均衡点をもつ協力的バーゲニングモデルを採用する。本

モデルは、夫婦が協力的に家庭内の意思決定を行う一方で、交渉力の差によって非対称的

な均衡が生じる構造を表すものである。ここでいう「非対称」とは、夫婦間で交渉力が異

なることを意味し、その差が家庭内の意思決定結果(例えば家計配分や出産行動)に影響す

ることを想定している。通常の対称的ナッシュ交渉モデルでは、双方が同等の交渉力を持

ち、妥協点は効用の平均的な均衡点として決まる。しかし、実際の家庭内では夫婦間の教
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育水準・収入・社会的規範・文化的背景などにより、意思決定権の影響力は対等ではない

場合が多い。そのため、本稿では妻と夫の交渉力の非対称性を明示的に導入し、「意思決

定権の認識の差」が初妊娠年齢に与える影響を理論的に捉える。 

  

 以下が和田(2008)より、非対称なナッシュ均衡を持つ協力的バーニングモデルの最大化

問題である。 

 

 

s.t. 𝑝𝑥 + 𝑞𝑧 ≤ 𝐼𝑓 +𝐼𝑚 
 

 
表 1 理論モデルで用いられる変数(fが妻、ｍが夫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この最大化問題を解き、最適化条件(FOCから)次の式が表される。 

 

 
 

 この式は、夫婦が共同で決定する成果ｚにおいて、妻と夫の限界効用のバランスが取れ

る点で最適化が成立することを示している。均衡点は妻の交渉力 および交渉決裂時の効

用 によって規定される。 

妻の交渉力 は、夫婦間の意思決定において妻がどの程度発言権や選択権を表し、妻が

「自分も意思決定に参加している」と感じるほど、自信や心理的自立が高まり、夫婦間の

交渉における相対的地位が上昇する。すなわち、意思決定権への参加意識が妻の交渉力を

高め、結果的に夫婦の資源配分や出生行動に影響を与える可能性がある。 

また、交渉が決裂した際の妻の効用 は、妻が「自分には意思決定権がある」と感じ

ているほど高くなる。これは仮に夫婦間で対立が生じても「自分で選択できる」という心

理的安心が増すためである。したがって、妻の意思決定権の認識は、交渉時だけでなく、
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交渉が破綻した場合の外部選択肢にも影響する。つまり、夫婦間の意見の不一致が生じて

も、家庭外での選択肢を持つため、交渉決裂時の効用 は高くなると考えられる。 

そして、従来のバーゲニングモデルでｚは、「子供の厚生」や「教育投資」など夫婦が

共同で決定する成果として扱われてきた。本稿では、このｚを「出産に関する意思決定の

結果」として解釈し、初妊娠年齢を変数として用いる。すなわち、夫婦が「いつ子どもを

持つか」をどのように決定するかという協力的な意思決定の結果として、初妊娠年齢が観

察されると考える。この仮定の下では、妻の交渉力 、妻の交渉決裂時の効用 が高い

ほど、妻は妊娠のタイミングをより主体的に選択できるため、初妊娠年齢が高くなること

が予想される。 

この仮定をもとに、以下の仮説を上げる。  

夫婦間の意思決定権の差は、妻の交渉力 及び妻の交渉決裂時の効用 を通じて、初

妊娠年齢に影響を及ぼす。 

この仮説をもとに我々は推計式を作成した。推計式については次節で詳しく述べるとする。 

 

第４節 定量分析 
 本稿では、最小二乗法(OLS)を定量分析として行う。この分析により、初妊娠年齢と夫

婦間の意思決定権の認識差の相関関係を検証する。またこの分析には統計ソフト

Stata18.5を用いる。 

 

第 1 項 分析の方向性 
 本稿では、被説明変数に妻の初妊娠年齢、説明変数に妻と夫の意思決定権の認識差をお

いた回帰分析を行う。これにより、初妊娠年齢と夫婦間の意思決定権の認識差の相関関係

を検証する。また、個体間の固定的な特性を統制するために、個体識別因子 vid と

religionを組み込むことで、固定効果モデルの枠組みを用いた分析を行う。 

 

第 2 項 推計式 
 分析の推計式は以下の通りである。 

Y 𝑖(妻の初妊娠年齢)=𝛽0 

+𝛽1(夫婦間の意思決定権の認識の差)+𝛽2(年齢)+𝛽3(性格) 

+𝛽4(ピア効果)+𝛽5(ピア効果と意思決定権の認識の差の交差項)+𝛽6(最終学歴) 

+𝛽7(健康状態)+𝛽8(他者との同居経験)+𝛽9(妻の収入)+ 𝛽10(宗教)ε𝑖(誤差項) 

 

第 3 項 各変数の測定方法  
 (１)夫婦間の意思決定権の認識の差 

夫婦間の意思決定権の認識の差の測定方法は、以下の初妊娠時における５つの質問(表２)

を用意し、以下の尺度(図 13)を使用し妻と夫に答えてもらった。 

  

表 2 夫婦間の意思決定権の認識の差の質問項目 
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図 13 夫婦間の意思決定権の認識の差の尺度 

 
 (筆者作成) 

 

 本尺度では、７段階の尺度に分け、１に近づくほど夫の決定権、７に近づくほど妻の意

思決定権になり、共同の意思決定権だったら４になる。そして、夫婦それぞれの平均スコ

アを導き出し、妻の平均点から夫の平均点を引いた数値を夫婦間の意思決定権の認識の差

と定義する。この値が正であれば妻の認識の方が妻寄り、負であれば夫寄り、ゼロに近け

れば一致していると解釈する。 

  

(２)ピア効果について 

 ピア効果とは、周囲の仲間(ピア)の質や行動が、個人の成果や行動に与える影響のこと

(BRUCE SACERDOTE(2001）より）であり、社会的要因を特定するためこの変数を使用する。 

 妻に対して初妊娠時の村内の友人グループの意思決定権と初妊娠時の妻自身の家庭内の

意思決定権に関する質問をし、回答が一致したらピア効果ありと定義する。回答の選択肢

はともに、夫＝１、共同＝２、妻＝３である。(図 14) 

 

図 14 ピア効果の説明と質問内容 

 
                        (著者作成) 
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(３）性格について 

 個人の性格特性を測定するために、BigFive に基づく 10 項目の質問を用いた。各質問は、

外向性・協調性・誠実性・神経性・開放性の 5 次元をそれぞれ 2 項目ずつで構成したもの

である。回答者には「全くそう思わない(1)」から「とてもそう思う(7)」までの 7 段階で

自己評定を求めた。 

  

各因子のスコアは、次の式により算出した(逆転項は 8 - x によって処理した)。 

• 外向性(Extraversion)＝(項目 1 ＋(8 − 項目 6) )／2 

• 協調性(Agreeableness)＝( (8 − 項目 2)＋ 項目 7)／2 

• 誠実性(Conscientiousness)＝（項目 3 ＋(8 − 項目 8) ）／2 

• 神経性(Neuroticism)＝（項目 4 ＋（8 − 項目 9））／2 

• 開放性(Openness)＝（項目 5 ＋（8 − 項目 10））／2 

  

各スコアは平均値を取り、値が高いほど該当する性格特性が強いことを示す。 

 

 

第４項 各変数の説明・基本統計量  
 本節では、分析に使用した各変数の説明・基本統計量について述べる。 

 

表 3 分析で用いる変数の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4分析で用いる変数の基本統計量 

 

 

 

 

筆者作成 
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表４ 分析で用いる変数の基本統計量 

 
 

 

表 5 ピア効果の観測数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6 健康状態の観測数 
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表 7 他者との同居経験の観測数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 8 妻の収入の観測数 
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第 5 項 分析結果及び考察 
 本稿では、妻の初妊娠年齢を被説明変数として、夫婦間の意思決定権の認識の差を主要

な説明変数とする最小二乗法分析を行った。表 9が推定結果である。 

 

表 9 最小二乗法の推定結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 筆者作成 
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 推定結果より、夫婦間の意思決定権の認識の差は有意に正の影響を示した(係数＝

0.712、ｐ＜0.05)。この結果は、夫婦間で意思決定に関する認識の差が大きいほど、妻の

初妊娠年齢が高くなる傾向を示している。 

 ここで「認識の差が大きい」とは、妻が家庭内の意思決定に自ら関与していると強く認

識している一方で、夫がそう認識していない、あるいは夫が「自分が意思決定権を担って

いる」と考えている状態を指す。すなわち夫婦がそれぞれ異なる主体を「意思決定者」と

みなしており、意思決定権の帰属に関する認識が乖離している状態である。認識の差は、

妻と夫それぞれの意思決定スコアの差分によって算出され、スコア 0が「夫婦の認識が一

致している＝共同決定」、スコアが大きくなれば「妻が自ら意思決定していると強く認識

しており、夫はそう認識していない」状態を意味する。したがって、スコアが大きいほど

夫婦の認識のズレが大きく、相対的に妻主導の傾向が強いことを示している。 

 夫婦間の意思決定権の認識の差の分布(図 14)をみると、スコア 0付近に集中している世

帯が多く、これは多くの家庭で意思決定が共同的に行われていることを意味する。さら

に、共同と分類された世帯の内訳は表 10より表面的には「共同決定」であっても、その

内実には妻の発言力が相対的に高いケースが多いことが明らかになった。妻主導型の家庭

では、妻の意思決定への参加度が高く、結果として出産時期をより計画的に選択できる可

能性が示唆される。 

 また、被説明変数である妻の初妊娠年齢の平均は 21.54歳であった。一見、平均値とし

ては成人期の範囲にあるが、回答者のうち 10代で初妊娠を経験した者が 42.47％にのぼ

り、若年妊娠が依然として高い割合で発生していることが確認された。これは、早期妊娠

が母体の健康・教育・経済的自立に長期的影響を与える可能性を考慮すれば、重要な社会

的課題であるといえる。したがって、夫婦間の意思決定における対等性を促進し、妻が主

体的に出産時期を選択できる環境を整えることは、早期妊娠の抑制にもつながると考えら

れる。 

 

図 15 夫婦間の意思決定権の認識の差の分布 

(筆者作成)  
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 表 10 夫婦間の意思決定権の認識の差が共同の観測数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この結果は、和田(2008）の非対称ナッシュ均衡点をもつ協力的バーゲニングモデルと

整合的である。同モデルでは、妻と夫の効用  がそれぞれの交渉力  によって重

みづけられ、交渉決裂時の効用水準  を基準として最適化が行われる。妻の交渉力 が

大きいほど、妻は意思決定における発言権を持ち、出産行動(z)を自らコントロールでき

るようになる。さらに、妻が「自分も意思決定に参加している」と認識するほど心理的自

立や安心感が高まり、交渉決裂時の効用 も上昇するため、妻の選択行動に対してより

大きな影響を及ぼす。したがって、分析で示された「認識の差の拡大」が初妊娠年齢の上

昇につながるという結果は、妻の交渉力および心理的自立の強化を通じて出産行動が変化

するという理論的メカニズムを支持している。 

 さらに注目すべきは、ピア効果が正の有意な影響を示した点である。これは、同じ地域

やグループ内の他の女性の行動・価値観が、妻自身の出産時期の選択に影響を与えている

可能性を示唆している。すなわち、周囲の女性が比較的高い年齢で出産している環境にあ

る場合、妻自身もそれに同調する形で妊娠を遅らせる傾向が見られる。一方で、早期妊娠

が一般的なコミュニティでは、社会的圧力や文化的規範の影響によって早期妊娠を選択す

るケースも考えられる。こうしたピア効果の存在は、夫婦間の意思決定だけでなく、外部

の社会的ネットワークが女性の生殖行動を形成していることを示すものである。また、他

の説明変数では、年齢が正の有意な影響を示し、妻の年齢が高いほど初妊娠年齢も高い影

響が見られた。この関係は単なる年齢効果ではなく、社会背景の変化を反映した世代間の

コホート効果によるものと考えられる。さらに、最終学歴および妻の収入はいずれも正の

有意な影響を示した。これは教育水準や経済的自立が高いほど、妻が家庭内での意思決定

に積極的に関与し、出産時期を遅らせる傾向があることを意味している。 

 この結果は、本稿の第 2章 第 1節 第 1項「初妊娠年齢を及ぼす要因」で示した

Emmanuel Adu Boahen、Gauthier Tshiswaka-Kashalala ら(2018)、Catalina Herrera ら

(2019）の結果とも一致している。教育や経済的自立の向上は、女性の交渉力を高める要

因として機能している。一方で、誠実性および神経性の係数は負で有意となっており、真

面目で責任感の強い性格や情緒的に不安定な傾向が早期の妊娠に結びつく可能性を示して

いる。この結果は、心理的要因が夫婦間交渉の出生行動に影響を与えることを示唆する。 

 次章では、これらの結果をもとに、政策提言について説明する。 
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第４章 政策提言 
 

第 1 節 政策提言「Project each Mother」 
第１項 はじめに 
 本稿の分析によって、夫婦間の意思決定権の認識の差が初妊娠年齢に影響し、妻が自ら

の意思決定権を強く認識すればするほど、初妊娠年齢が高くなる傾向が明らかになった。

したがって、私たちは女性の意思決定を促進するための、「教育×実践」型プロジェクト

の導入を提言する。本プロジェクトは、意思決定能力の向上のみならず、本研究で有意な

影響を示した誠実性、神経性、ピア効果、最終学歴の改善にも資するものである。本プロ

ジェクトに「Project each Mother」と題した理由は二つある。第一に、名称の一部である 

“each other(互いに)” にかけ、女性たちが互いに学び合い、支え合う関係を構築するこ

とへの願いを込めたものである。第二に、“each” には、一人ひとりの女性が将来的に母

親となる可能性を持つ存在として、自らの意思で人生を選択できるようになることへの期

待が込められている。すなわち、プロジェクト名には、個々の女性の自立性の向上と、ピ

ア同士の相互学習を通じたエンパワーメントの両方を象徴する意味が込められている。 

 この提言は、独立行政法人国際協力機構(JICA)を対象としている。JICA は、開発途上国

の社会経済的発展を目的とし、教育、医療、インフラ整備、ジェンダー平等など多岐にわ

たる分野において、企業や民間組織を通じて相手国政府や金融機関、国民に対し、技術協

力・有償資金協力・無償資金協力を行う、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施

機関である。 

 

第２項 政策の概要 
 本項では、「教育×実践」型プロジェクトの概要を説明する。 

(1)プロジェクトの構成 

本プロジェクトは、週に 1回・計２時間(「教育」1時間、「実践」1時間)を基本とし、

対象は、10歳以上の女性とする。 

・「教育」パート(図 15) 

まず、「教育」パートについて説明する。「教育」パートでは、以下の三科目を週に 1

回交互に実施する。 

① 識字教育：読み書きが困難な人を対象に、本研究会が作成したマダガスカル語の教科

書を用いて授業を行う。この教科書は、本研究会がマダガスカルで運営する小学生向

けの小規模学校で実際に使用されている教科書であり、基礎的な内容で構成されてい

ることから、識字教育に最適な教材である。 

② 性教育：妊娠・家族計画に関する情報提供を行う。この科目には、男性も参加しても

らう。ただし、男女を分けた形で実施する。 

③ 基礎計算教育：家計の管理や日常生活に役立つ基礎的な計算能力の習得を目的とし、

ホワイトボードを用いた授業形式で行う。 
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図 16 教育パートの概要図 

 
 

 

図 17 本研究会が作成した教科書（著者作成） 
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・「実践」パート 

続いて「実践」パートについて説明する。「実践」パートでは、情報交換会とディベー

トを週に一回交互に行う。 

① 情報交換会：情報交換会では、妊娠や性、カップル間での意思決定に関する話題につ

いて、参加者を少人数のグループに分けて、自由に意見や経験を共有してもらう。一

時間のうち前半は同世代同士のグループで行い、後半は異なる世代を交えたグループ

で実施する。これにより、同世代内での共感や気づきを得るとともに、世代間での知

識や経験の交流を促進することを目的とする。参加者にはチェックリストと自由記述

欄付きのシートを配布し、普段の意思決定の内容を記録・共有してもらう。(図 18)シ

ートを用いることで、日常生活の中で自分がどのような意思決定を行っているのかを

可視化することができるため、これまで意識されにくかった自身の意思決定行動を振

り返り、認識を強化する効果が期待される。この情報交換会により、他の女性の意思

決定行動を観察・共有することで、参加者同士の間に正のピア効果が生まれ、意思決

定力の向上が促されることが期待される。一方で、「意思決定がうまくできなかった」

という経験が、周囲に影響してしまう負のピア効果をもたらす可能性もあるため、

「教育」パートの教員が進行を見守り、もしそのような状況が見られた場合には、前

向きな方向に導くよう助言を行う。(図 16) 

② ディベート：ディベートでは、女性が自身の考えを持ち、それを言葉にして伝える経

験を設けることで、自信を持ってもらうことを目的とする。このディベートは、女性

だけで行う回と、男性も交えて行う会を交互に実施する。これは、男性の前では発言

しづらい女性がいる一方で、夫婦間で意思決定を行う際には、男性に対して意見を伝

える力も必要であるためである。ディベートのテーマは、妊娠や意思決定に関するも

のに限定せず、日常生活や地域など幅広いテーマを取り上げることで、「意見を述べ

ること」自体を重視する。情報交換会は初回に実施し、その後数回のディベートを重

ねた後、3カ月に一回のペースで再度情報交換会を実施するサイクルとする。 

 

図 18「実践」パートの情報交換会の概要図 
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 図 19 チェックリスト(筆者作成) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)実施方法 

 続いて、本プロジェクトの実施方法について説明する。本プロジェクトの対象は、我々

が調査を実施したマダガスカルの 3地域(23村)に居住する約 650世帯の 10歳以上の女性と

する。10 歳以上を下限とするのは、思春期に入り、妊娠・性について正しい情報を得るべ

き段階であるためである。そして、上限を設けないのは、すでに初妊娠を経験した女性の

経験を共有する機会を提供するためである。加えて、女性の意思決定力を高めることは、

初妊娠年齢の引き上げにとどまらず、女性の教育機会の拡大や経済的自立、健康行動の改

善など、幅広い面で女性に好影響をもたらすことが、様々な先行研究からも明らかになっ

ているからである。   

実施期間は 1 年間とし、週に 1 回マダガスカルの多くの村で礼拝が行われる日曜日の礼

拝後に教会で実施する。教育パート（識字教育・性教育・基礎計算教育）を週替わりで 1

時間行い、その後に情報交換会とディベートを週替わりで 1 時間行う。その際に、教員が

必要だが、教員は JICA ボランティアや地域の教育経験者が担当する。また、本プロジェク

トは無償で行い、さらに、参加インセンティブを高めるために、毎月 4 回目のプログラム

終了後にコーヒーを一杯提供する。 

 

第３項 期待できる効果 
本プロジェクトの実施によって、まず識字率の向上が期待される。文字の読み書きが可

能になることは、単に知識を得る手段を拡大するだけでなく、家庭や地域社会の中で自ら
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判断し、選択する力を支える基盤となる。さらに、妊娠や性に関する正しい知識の普及は、

女性自身の身体に対する理解を深め、若年妊娠の減少や安全な出産の増加につながると考

えられる。このような知識の獲得は、単に健康面の改善にとどまらず、女性が自らの人生

設計を主体的に考えるきっかけにもなる。また、家計教育の導入により、女性が家庭内の

収支を把握し、計画的にお金を管理できるようになる。経済的自立が進むことで、家庭に

おける発言力が高まり、夫婦間での意思決定においても女性が対等な立場で意見を述べる

ことが可能になる。これにより、家庭内の力関係が徐々に是正され、女性が自信をもって

生活を送る基盤が形成される。加えて、情報交換会やディベート活動の実施は、男女間の

相互理解と信頼関係を深める重要な役割を果たす。自らの意見を言葉にし、他者と議論す

る経験は、女性にとって「自分の考えを持つこと」への肯定的感情を育む機会となる。こ

のような経験の積み重ねが、家父長的な文化の中で意見を表明しにくかった女性たちの心

理的抑圧を和らげ、メンタルヘルス(本稿では特に誠実性や神経性)の改善にも寄与すると

考えられる。 

以上のように、「教育×実践型プロジェクト Project each Mother」は教育、経済、心

理の３側面から女性の地位向上を支える包括的な取り組みである。識字教育による知識の

獲得、家計教育による経済的自立、そして情報交換会を通じた心理的自信の向上という多

層的なアプローチを通じて、母親のみならず地域全体の幸福度と社会的安定性を高める効

果が期待される。 

 

第４項 実現可能性 
 最後に本プロジェクトの実現可能性について述べる。マダガスカル農村部では、JICA を

はじめとする国際協力機関や NGO による教育・保健分野での支援が既に進められており、

地域住民が共同で活動する文化的基盤が一定程度存在している。実際に我々が調査を実施

した 3 地域でも、多くの住民が週に一度教会に通う習慣をもち、宗教行事を通じて地域の

結びつきが確認された。このような既存のコミュニティを活用することで、新たな施設を

建設する必要がなく、低コストかつ持続的にプロジェクトを実施することができる。 

教育実施については、勉強会を週ごとに①識字教育②性教育③基礎計算教育の順でロー

テーション形式により実施する。識字教育は本研究会が作成した教材を使用し、講師であ

る先生が教材に沿って指導を行う。講師は、JICA ボランティアや地域の教育経験者を招く

ことで対応する。性教育および基礎計算教育については、講師が黒板や紙を用いた説明を

行い、書き取り形式で授業を進めることで、参加者は聞きながら自ら書き取り、理解を深

めることができる。この方法により、地域住民が主体的に学習に取り組む環境を整えるこ

とが可能である。 

さらに、教会での活動終了後に勉強会や情報交換会を実施することで、参加のハードル

を下げることができる。教会は地域社会の中で最も信頼される空間であり、宗教指導者や

教会関係者が活動を支持することで、特に男性の参加も得やすくなると考えられる。加え

て、活動後にコーヒーを提供するという形で、地域経済への還元と参加インセンティブの

両立を図ることができる。 

費用面については、主な支出は教材・意思決定チェックリストシートの印刷費、ホワイ

トボード、文具、講師への謝礼、コーヒー代などであり、１回あたり数千円から数万円で

の運営が可能である。 

まず、教材費については、本研究会で作成した教科書を使用するため、印刷費用のみを

計上した。A4 サイズの印刷代を 1 枚あたり 2 円とし、1 冊 80 ページとして計算すると、1

冊あたり 160 円となる。対象者（調査を行った 23 村の 10 歳以上の女性）は 1,154 名であ

るため、印刷費は、160円 × 1,154 人 = 184,640 円である。意思決定チェックリストシー

トは月 2枚配布することを想定し、年間で 1人 24枚必要となる。印刷代を同様に 2円とす

ると、24枚 × 2 円 × 1,154 人 = 55,392円となる。 
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次に、文具・ホワイトボードの費用については、一人に対してノート、鉛筆、消しゴム

をそれぞれ 1つずつ配布すると仮定し、ノート 100円 × 1,154 個 = 115,400 円、鉛筆 10

円 × 1,154 本 = 11,540円、消しゴム 60円 × 1,154 個 = 69,240円で、合計 196,180円

となる。 

続いて講師への謝礼については、マダガスカルにおける教師の月収は、IMF（2025）に

よると約 22,000 円であるため、月に 20 日出勤しているとして、1 日あたりの給料は

22,000円 ÷ 20日 ≒ 1,100円であり、1日 8時間働いているとして、1時間当たりの給与

は 1,100 円 ÷ 8時間 ≒ 140円と計上した。本プロジェクトを行うのは礼拝のある日曜日

の週 1回計 2時間、年間 50回実施するため、講師 1名あたりの年間謝礼は 140円 × 2時

間 × 50回 ≒ 14,000円となる。対象 23村に 1名ずつ配置するので、年間での謝礼総額

は約 322,000円である 

最後にコーヒー代を計算する。コーヒーを 1杯当たり 30円と想定すると、一回あたり 30 

円× 1,154 人 = 34,620円となり、年間で計算すると 34,620円 × 12 カ月 =415,440円と

なる。 

以上を合計すると、本プロジェクトにかかる年間費用は、184,640 円(教科書印刷費) 

55,392 円(チェックリスト印刷費）+ 196,180 円(文具費)+ 7,030 円(ホワイトボード・ペ

ン)+ 322,000円(講師謝礼)+ 415,440円(コーヒー代)= 1,180,682円となる。JICAの 2023

年度におけるマダガスカル向け総資金援助額は計 2.345 億円であったことから、本プロジ

ェクトにかかる費用は相対的に小さく、実現可能性は十分高いと言える。 

さらに、識字教育を受けた住民が次年度以降に講師として活動を担うなど、地域内で教育

が循環していく仕組みを構築することで、外部支援に依存しない持続的な運営が可能とな

る。このように、本プロジェクトは既存の社会的資源を最大限に活用しつつ、低コストで

高い効果を見込める、現実的かつ持続可能な政策であると考えられる。 

 

 

第 2 節 我が国に与える影響 
 本節では、我々が提言した「教育×実践型プロジェクト Project each Mother」が我が

国に与える影響について述べる。本プロジェクトは、マダガスカルの女性の意思決定力向

上を通じて、初妊娠年齢の上昇を促進する取り組みである。本プロジェクトは SDGsの目標

5「ジェンダー平等を実現し、すべての女性と女児の能力強化を図る」に具体的に貢献で

きる。こうした取り組みは、世界的に注目されるジェンダー平等や持続可能な開発の分野

において、日本が国際協力のリーダーとしての存在感を示す貴重な機会となる。また、本

プロジェクトは初期費用が多少かかるものの、その後は低コストかつ持続可能な形で女性

の教育と実践的学習を組み合わせたモデルである。JICA を通じて実施することで、他国に

おける類似の政策設計の参考となる可能性がある。また、教育、家計管理、性教育など多

面的なアプローチは、開発途上国における女性の地位向上を支援する効果的な手法として、

日本の国際協力の専門性を示す好例となる。さらに、地域の既存資源(教会、地域住民な

ど)を活用した運営方法は、外部支援に依存せず現地で教育を循環させる仕組みを構築で

きることを示しており、日本の ODA が持続可能な開発の実現に寄与できることを示す指標

となる。 

 以上のように、本プロジェクトはマダガスカル社会に対する直接的な効果にとどまらず、

日本の国際的信頼性向上、ODA の効果的な運用、持続可能な開発モデルの提示といった形

で我が国にも好影響をもたらすと考えられる。 

 

第 3 節 おわりに 
 本稿では、マダガスカルにおける若年女性の妊娠・出産の現状に着目し、「夫婦間の意
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思決定権の認識の差が女性の初妊娠年齢に影響を及ぼす」という仮説を立て、実証分析を

行った。分析結果として、夫婦間の意思決定権の認識の差が大きくなると女性の初妊娠年

齢が高くなるという結果に至った。また、周囲の女性の行動が妻の選択に影響を与えると

いうピア効果も確認され、個人の意思決定が社会的に大きく依存していることが示された。

さらに、教育や収入の向上が出産時期を遅らせる一方で、誠実性や神経性など心理的要因

は出産時期が早まる影響も見られ、経済・社会・心理の３側面からの包括的理解が重要で

あることが示唆された。これらの分析結果を踏まえ、妻の意思決定能力と自律性の向上を

目的とした「教育×実践」型プロジェクトを提言した。 

 はじめに述べたように、マダガスカルでは生活インフラや教育・保健医療体制が脆弱で

あり、これが女性の身体的・社会的条件に大きな影響を与えている。また、思春期妊娠に

関する教育や研究が十分に行われていないことも、問題が深刻化する一因となっている。

そのような状況のもとで本稿は、農村地域での調査を通じて現地女性の意思決定と妊娠年

齢の関連を明らかにしたものであり、マダガスカルの若年妊娠・出産の抑制および女性の

地位向上に向けた政策形成に資する基礎的研究として位置づけられる。 

 最後に、本稿執筆にあたりご指導いただいた栗田匡相教授、通訳として協力してくださ

ったアンタナナリボ大学の学生の皆様、そして調査にご協力くださったマダガスカルの農

村の皆様に心より感謝申し上げる。本稿がマダガスカルにおける女性の地位向上と持続的

な社会発展の実現に寄与する一助となることを願い、本稿を締めくくる。 
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